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本稿は,先に報告した, 〔その1〕｡ (同紀要,第23巻)に継続するものである｡

中学校教育課程における技術･家庭科(男子向き),通称中学校技術科教育では,前稿でも述べ

た如く,内容的にも全く異質の6領域をもって教科の内容構成が夜されているため,学習活動もそ

れぞれの領域のもつ特質(専門性)に基いて,広汎,かつ,多岐にわたり展開される｡それ故,一

般教育としての教科性を規定づけをがらも,実際的場面における学習傾向は,勤労教育,情操教育,

職業(準備)教育などの如き教育思潮で受取けられることも多い｡従って,教科における研究の対

象,或いは課題として,常に｢教科性の確立.に基づく教師の教科構造や,学習内容をどに関する

思考態度の確立,統一化が要求される｡そしてそれら問題解決の手段として, ｢教科の本質的内容.

など基本的理念に関する認識の必要性に迫られる｡

以上の如き,現行の中学校技術科教育の実状,ならびに要望に対応して,著者は前稿〔その1〕

において,これら教科の本質的内容を中心に教科構成の基本的事項についての論理的思考を試み,

｢教科性の確立.において,必要,かつ再認識すべき内容について論じたが,本稿では,これらを

更に明確に,かつ具体的に実証づけるため学習指導要領など実際上の指導資料をもとに考察を試み

ていくことにした, (特に,本稿では教科における内容構成の中心課題である｢現代の技術の基本.

に関する内容規定などを中心に論述することにする｡)

ⅠⅠ.現代の技術機構との対応関係

著しい進歩を遂げる現代の技術機構の中で,一般教育としての教科性を確立し,それに必要とさ

れる効果的教育の方向性を規定づけていくことは現行の中学校技術科教育にとって,非常に重要な

課題である｡

* 1974年10月30日受理
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即ち,深層にして広大を,然かも復雑多岐にわたる機構システムを構成する現代の技術技橋の学
I

校教育の場に求める学習の形態は,必要知識量の加速度的増大に関連して,その学習内容に対し,ぱ

く大を量と高度の質を要求している｡これらの傾向性は現在の学校教育においては内容的違いこそ

あれ,すべての教育課程,教科構造に見られる共通的現象であり単に中学校技術科教育のみに限ら

れた特質ではない｡然し,この教科の立場において特に言明できることは,この教科の本質が,こ

れら現代の社会機構,教育機構の変革をもたらした一大要因である技術に関する内容を対象として

学問形成がなされ,又,それら発展の過程を常に背景として学習内容が構成され,展開されていく
I

ことである｡従って,現在の如き教育的事態の発生に際しては,他の教育,教科以上に,これら諸

問題に対処すべき復雑を要素を有することに怒る｡

即ち,質的面より考察する場合,その高度化が一般教育としての教科の本質的内容を無視,或は忘

却せしめて,ただ単に現代の技術機構の動向を教育内容に反映せしめるという思考態度のみを先行

させ,現代の科学技術,及び,文明それ自体のなかに学習者を順応させようとする強制的傾向のあら

われを感ぜしめる｡このことは｢教育は常に,より価値高い能力の養成にあり,自然科学教育におい

ては自然の真理への学習が要求される如く,技術教育では次元性の性格に立って『現代の技術の基

本｡について学ぶ必要がある.という教育観に基づいた｢現代の技術の基本.のとらえ方の主観的

相異によるものである.従ってこのような現代の技術の把握に関する不統一的傾向性や思考性が現

行の中学校技術科教育の夜かに存在する自体,教科性の確立に混乱を,もたらす要因にもなりうる

のである｡著者は,前稿において,近代学校教育における技術教育の教育機構を次の如く規定づけた｡

即ち,技術教育には一般教育としての立場と職業(準備)教育としての立場より覆る2つの分類

がなされる｡前者においては健全を社会人としての必要な教養的条件を目的とするものであり,現

行の中学校技術科教育の性格がこれに類する学問体系を有することに怒る｡又,後者においては,健

全を職業人として必要を,その職業に直結される専門技術を目的とするものであり,各種職業(専

門)学校,並びに高等学校以上の専門制学校の性格がこれに類する学問体系を有するものであると

述べた｡従って,これら両学問体系における教育の対象とされる技術的内容の規定は,本来確立さ

れているべきはずである｡然るに現在のこれらの教育傾向を概観する場合,現代における技術機構

の発展,拡大化は,その基本的思考に新たをる変化をもたらしてきつつあることが予想される.即

ち,過去の技術機構においては全く専門的分野に属するものとして思考し,取扱れてきた技術的内

容が,今日では全く基本的内容として,ごく当り前の如く処理されている傾向が多分に感ぜられる

ことである｡従って,このようを傾向性は一般教育としての教育対象である｢現代の技術の基本.

に対する技術の概念や技能の範囲を拡大し,復雑化していくことは当然であろう｡又,このようを

技術的内容の把握に基づく学習方向が,被教育者としての生徒たちの認容能力以上の高度化された

学習内容を要求していくことにも覆る｡

又,量的面より考察する場合,その拡大化は必然的に学習内容の拡大に連らなり,質的高度化同

樵,生徒たちの認容能力以上の膨大を学習内容を要求することは勿論,学習時間などに関する制約
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をどとも関連して,単をる知識のら列や形式的,｢物つくり.などの学習展開に終るのは当然である.

その他,現行の中学校技術科教育に与えられた教育条件としての,人的内容(教員組織),物的内

容(施設･設備)など,あらゆる関係において,このような教育内容の効果的完全指導は,とうて

い不可能に近いことが予想される｡

従って,以上の如き,技術と直結する教科性のありかたとして,現代の技術機構に対処した教科

構造を確立し,学習内容の範囲を明確にしていくことは,現行の中学校技術科教育にとって,もっ

とも早急に解決すべき課題の一つである｡そしてその解決手段としては教科の学習内容の中心課題

である, ｢現代の技術の基本.に関する認識を確立し一般教育としての教科性の上に立つ技術教育

の位置づけを明確に規定づけていくことである｡即ち,現在と未来の科学技術を学習者自身のもの

とするために,叉,真に技術を人間生活にとって有用をものとし, ,又,人間のものとして未来社

会を創造していくために,現代の科学技術の基本的内容と指導内容の接近,融和の計られた学習の

方向性を求めていくべきである.

III. ｢現代の技術の基本｣に関する学習の範囲

1)学習領域の決定

中学校技術教育において技術を学習することの意義は,前稿〔その1〕で述べた如く,現代の技

術に関する,基本的な技術的能力許を学習者に習得させるとともに,現代社会機構における労働観,

労働態度の養成,技術文化の本質についての理解づけをどがその主を点である｡従って,これら教

育目標に関する学問的要求を効果あらしめる技術的内容の学習の範囲を｢現代の技術の基本.の中

より規定づけていくことが大切である.

(註)この場合における｢技術的能力.とは,現代の産業技術に関する技術学の基本的事象としての,労働

手段,労働対象,労働方法,労働力についての科学的知識体系の基本的ものと,基本的を技能を一体とし

て習得し,それらを各種の技術的場面に主体的に,かつ,広汎に適用できるようを能力を意味し,その中

には技術的場面に取り入れる思考力としての｢技術的思考力.も当然含まれるものとする｡

清原道寿氏は,かって,現行の学校教育としての技術教育の学習活動の実状に関して,次の如く

論評している｡

｢　　-.現在,技術教育は｢技術学.を教える教育という場合,これまでの, ｢工学.辛,｢農

学.の内容を,高校の場合,簡単にし,中学校の場合,より簡単に敬うれば事足りるとする実状は

かをり多いということができる｡　----｣

(｢技術教育の原理と方法. p.111-112 1968年国土社)

即ち,技術学を教えるといっても,実状は工学や農学などの生産技術に関する専門的内容を,学

習者の教育的,或いは身心的発達段階に応じて簡単にし,程度を落すことによって教えているに過

ぎ覆いとしている.このようを観測に対しては,いろいろの見解がなされることが予想されるが,
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確かに現行の中学校技術科教育では,このようを安易を思考性に基いた学習の形態を多分に伺い知

ることができる｡

本来,この教科のありかたは, ⅠⅠ項でも述べた如く一般教育としての性格の上に構成されれる

技術教育であり,専門技術習得に必要とされる初等教育ではない｡一般教育とは,専門教育,職業

教育などに対する学問の領域として,すべての人々に自由社会の一員としての資格と教養を与える

ことの必要性より存在する学問の体系である｡かかる意味において,中学校技術科教育は特定の職

業分野の学習を中心とした職業教育,或いは専門教育という性格のものではをく,将来進学する者

も含めて,如何なる分野に進む者にも共通に課せられるべき教科としての性格面を有ることになる｡

従って単に手労働を課するという意味の強い手工(狗)教育や,学習者に労働を課することを主を

目的とする勤労教育でもをく,又,職業指導のための教科でも覆いのである｡このようを問題点解

決のためにも,ⅠⅠ項,結びで述べた如き｢現代の技術の基本.に関する内容規定は重要である｡

今, ｢現代の技術の基本.に関する内容規定の手段としては, ｢現代の技術.と｢基本.の二分化

によって考察される｡

｢現代の技術.に関する内容規定は,技術学をはじめ,あらゆる学問領域において,それぞれの専

門性を基点とする考察,見解などが求められると思うが,本稿では,主として中学校技術科教育に

関連した内容を中心に考察を進めることにする｡

まず,それらに関する代表的をものとして次の如きものがある｡

｢近代技術.とは,近代社会における代表的を技術という意味である.農牧時代の社会では農牧

技術が代表であったろうし,手工業時代は手工的技術が代表と覆っており,歴史的には,その時代

その社会の中の中心的な生産活動の有する技術が代表的技術と考ええられている｡現代の生産社会

における生産手段発展の方向は,機械化,動力化に向っている｡これに背を向ける技術は消耗し,

産業は衰退する｡生産対象は益々多様化に覆っているが,国民経済や国民生活の改善方向という立

場からは代表的をものが考えられる｡この代表的を技術だけで万人の生産や生活が営まれているこ

とは考えないが,代表的ものの中に技術のもつ本質的をものや,技術と人間との関係をよりよく発

見することができるのである｡このようを立場から技術性豊かを人間を育成する技術として,機械

化,動力化という方向をめざすものを考え,これを, ｢近代技術.と呼称し　-･･･｡.

この場合, ｢近代技術.としての考察が試みられているが,内容的には｢現代の技術.と同一であ

るという立場で,これを要約すると｢生産手段としての機械化や動力化.をもって, ｢現代の技術｣

のありかたとしている｡

又,内容的に,更に具体化したものとして次の如きものもある｡

｢現代の技術.にかかわる産業の部門は,これまでの常織的分類に従えば,直接的に生産部門を

受けもっものと,流通･消費部門をうけもつものに2分されるが,中学校技術科教育としての現代

技術は,社会の存在によって中核的要素である生産部門を対象とすべきであり,それらは各種の生

産部門のなかより,国民経済,国民生活にとって,より主要を部門として,工業,および,農業を
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あげることができる｡この両者の中でも,特に工業部門は,もっとも主要を生産部門であり,技術

面より見ても工業技術の発達が農業をはじめ他の生産部門,および,流通･消費部門に広く影響し

ていることから工業技術を主体とする内容とすべきであり,更に,それは生産する目的によって細

分化が覆される｡従って,そこには生産目的に応じた各種の技術が存在するが,それら各種の技術

には生産する製品のみにあらわれる特種の技術と,各種の工業にも共通に広くあらわれる技術があ

る｡例えば,旋盤,フライス盤などの工作機械による切削技術は,機械製造,輸送機械,電気機器,

家庭機器の各工業に必要な技術であり,又,工業のみでなく,他の部門においても機械設備のある

ところでは機構についてのテクノロジー(Technology)と,それに基づく,保安,整備の技能とは

広く共通して必要を技術である｡ ----.

この場合,前半において, ｢現代の技術.に関する概念を把え,後半において,その具体的内容を

指示している｡従って,これを要約すると, ｢現代の技術.は工業技術を中心とする部門であり,前

者同様,機械化,動力化の技術的内容であることが,その具体的内容の中に表示されている｡

その他,以上の2着以外にも考察結果に基づく内容規定は存在するが,これらを総合してみると,

この2者の内容に類似するものであり,結局,次の如く結論づけることができる｡即ち,

｢現代の技術.に関する内容は,中学校技術科教育の場合, ｢機械化,動力化に基づく工業技術を

主体とするもの｣ということができる｡

｢基本.に関しては,国語的解釈を覆すまでもなく, ｢物事のよりどころと覆る土台.ということ

であり, ｢物事を簡単化すること.ではをい｡従って, ｢現代の技術.と関連づけて｢基本.の意味

を位置づけると,清原氏が論評したように｢現代の技術の内容を簡単化したものではをく,現代の

技術の内容に関する,そのよりどころとなる土台的役割をしめるもの.で夜くてほならをい｡それ

故,前述の｢現代の技術.の内容規定と関連づけると,中学校技術科教育における｢現代の技術の

基本.に関する学習内容の規定は, ｢機械化,動力化に基づく工業技術のよりどころと怒る土台的

役割をなすもの.ということに覆る｡然して,このようを内容の規定は,現行の学習指導要領では,

その学習の領域として,次の如き範囲で学習構成されていくことになる｡

(現代の技術に関する学習対象)　　　　　　　　　　　　　　(学習領域名)

履習学年

○設計および作図･読図に関する製図技術　　　　　　　　----製　　図　(　1年)

○木材々料に関する加工技術(デザインと板材･角材の利用)----木材加工　(1-2年)

○金属材料に関する加工技術(塑性加工と切削加工)

○日常生活に関する機械技術

○　　　　〝　　　　電気技術

○植物生産に関する栽培技術

---金属加工　(1-2年)

----機　　械　(2-3年)

---･電　　気　(2-3年)

----栽　　培　(　3年)

然し,このようを規定づけにおいては, 2つの注目すべき点が指摘される.先づ,第1として,

農業技術であるべき栽培領域が規定づけられていること,第2として,現代の技術機構は勿論,杜
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会機構でも問題点が多い,化学工業技術が規定づけられていをいことである｡これらの根拠につい

ては別に明記づけられたものは覆いが,大休次の如く予想される｡即ち, ｢現代の技術.に対する

｢機械化,動力化に基づく工業技術を主体としたもの.という意味づけにおいて,加工や機械,電

気などの技術過程を考察する場合,その技術的内容としての｢物をつくる. ｢物のしくみを知る.

ことの技術活動においては,対象の違いこそあれ農業技術も同じである｡従って,工業技術に付随

される農業技術としての形態論も存在するやもしれぬが,人間社会を構成する主要産業としての重

要性より,工業技術の理解づけと両立して,全く異質的内容許を持つ農業技術を理解していくこと

は,一般教養としての技術的能力として大きを価値づけををすものであり,当然必要をことである｡

従って,技術を対象とするこの教科のありかたとしては,教科性の確立を期するためにも当然の規

定づけであるといわねばならをい｡

(註)この場合の農業技術に関する異質的内容とは,製作活動の対象に関するものである｡即ち工業技術,

特に中学校技術科教育の内容について考察する場合,その学習領域としての木工,金工,電気の各学習に

おける製作活動の対象は,いずれも1つの物質であって,人間の意のままに単に加工し,構造化されてい

く｡然し,農業技術,特に,この教科における栽培領域の学習では,その製作活動(この場合は生産活

動)の対象は植物であり,生命を持つものである｡従って,そこには人間の意志を越えて生長し,変化が

生ずる｡それ故,目達に到達する過程における技術的活動においては,工業技術の過程とは,全く異質の

内容が存在していくことになる｡

又,化学工業技術に関しては,確かに現代社会におけるいろいろの問題的要素を含む技術機構で

あり,その技術的内容に関する学問的要求は大きい｡従って,技術を対象とする学問の領域とし

ては当然考慮されるべき内容で夜くては怒らをい.然し,この工業部門としての技術的内容に関

する基本的事象の殆んどは,理化学的内容に基づく技術機構の中に存在するため,理科教育として

の学習の場に位置づけられ,中学校技術科教育としての学習領域には含れ夜いことが予想される｡

いずれにしても,社会科学などの学問領域で問題視する技術的内容(例｡工書論をど)について

紘,これらに対応する学問の領域として,何らかの形で,技術学習としての理解づけの場が必要で

あろう｡

以上,この2領域においては,技術内容に関する学問的要求として,それぞれ根拠を有すること

に覆るが,特に栽培領域に関しては,既設の領域として,その教育目的を十分認識して対処してい

くべきである｡

従って,中学校技術科教育の｢現代の技術の基本.を対象とする学問領域としては,これら6領

域について学習していくことが,現段階では規定づけられていることになる｡然し,これら領域の

技術的内容が,教科の本質を明確にし,教科性を確立していく上に適切であるかどうかの点につい

ては早急に解決されるべきものではをく,今後の成果を待つ以外にない｡ただ,現行の学習の過程

においては,この6領域が規定づけられている以上,何らかの形でこれを基準としての指導計画が

覆されていくことに覆るが,その場合,それぞれの領域に関連する如何をる技術要素を対象とすべ
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垂かの点を更に領域毎に考察すべき必要がある｡中学校技術科教育に関する学習指導要領では,そ

れらの具体性について,その方向性を示しているが,それらの内容に関しては,教育の現場的条件

とも関連して問題とすべき点も多い｡従って,各教師のありかたとしては,自己に与えられた教育

条件の中で,如何をる技術要素をその学習の対象として位置づけることが,その領域の学問的要求

を満足化し,強いては,教科の中心課題である｢現代の技術の基本.に適切を学習の内容と覆るか

について十分研究すべきである｡

2)学習領域における指導事項の決定

前項, III)-1)において,現行の中学校技術科教育の学習領域の規定づけを｢現代の技術の基本.

に関する論理的思考を中心に考察を試みた｡然して,更にそれらの6領域に関する技術要素の規定

づけの必要性に迫られることに怒る｡即ち,一般教育としての性格の上に立つ技術教育の学習内容

としては,それぞれの学問領域の中では何処まで求めて実施すべきか,或いは,どのような内容を

どのように学問体系づけるかの問題解決の必要性が生ずる｡学習指導要領,その他の各資科では前

述の如く,それぞれの指導事項が示されているが,若し,教育の現場でそれ以上に適切を内容が求

められるならば,それ以上のことは覆い｡むしろ,このように教育の現場で学習発展の方向性が求

められていくことが,今後の教育の方向として重要なことである.それ故,それらを,より効果的

に求めていくためには,各領域に関する認識を更に深めておくべきである｡

従って,それら認識に関する思考の発展を期する意味で,中学校技術科教育における学習領域の

技術的内容についての考察を試みると,次の如き内容について述べることができる｡即ち,

以上の如き,内容の規定に関して,中学校技術科教育の学習指導要領は,その総括的目標にお

いて,

｢生活に必要を技術を習得させ,それらを通して,生活を明るく豊かにするための,くふう創造

の能力,および実践的能度を養う.

と規定づけている｡これらの内容は更に具体化されることにより,次の如き3つの目標より構成さ

れ,具体的目標として表示されることになるが,要約すると

①　生活に必要を技術｡

④　生活を明るく豊かにするための,くふう創造の能力の伸長｡

③　生活を明るく豊かにするための,実践的態度の養成｡

の如くなる｡このことは教科の学習領域の含む技術的内容に対して,一般教育としての教科性の立

場より｢人間の生活.をその基点において内容を規定づけようとするものである｡従って, ｢技術.

と｢生活.を関連づけ,その関係を正しく理解することにより, ｢生活.に対する見方や考え方,

更には行動の方法を｢技術.を通して身につけることができるような,内容の規定を計ろうとする

ものである｡それ故,この目標の設定意図については特に問題はないとしても,内容規定の基点と

するためには, ｢生活｣の対象が明確に示されることである｡本来｢生活｣の内容に関しては
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｢実生活.と同じく広い概念であり,家庭生活,職業生活をど,その｢生活.に対する解釈の仕方

によって,それに必要を技術の内容も変ることに覆る｡学習指導要領では,いろいろの生活の立場

を多面的にとらえた見解を示しているが,学習上の混乱を避け,教科としての教育効果を期するた

めに,もっと内容的に明確を位置づけを示すことが大切である｡

いづれにしても,このようを｢生活.に関する内容を重視する思考のありかたは,当然教科の学

習内容にも深く反映する｡そして,このようを｢生活.との関連を強調する事例的内容を,学習指

導要領の中より抜粋してみると次の如く各領域の指導事項の中に存在している｡

(各学習領域における｢生活.面に関連する指導事項) ･

(1年)製図領域

○図面と生活との関係-( ①規模の必要性｡ ④図面の日常生活と生産との関係)

〝　　木材加工領域

○日常生活における木材,接合材,塗料の選択

○木材と生活との関係-
(

①デザインと加工技術の進歩｡

⑨生活を豊かにするための木材利用

〝　　金属加工領域

○日常生活の板金製品の選択

○金属と生活との関係-
(

①塑性加工技術の進歩｡

⑨生活を豊かにするための金属利用

(2年)木材加工領域

○日常生活における家具の選択

○木材の生活との関係-
(

'ョ 使用目的や住居の条件に応じての方法

自分の体に適合する,いす,

①生活様式の変化と加工技術の進歩

④　日常生活や産業の中での木材の役割

〝　　金属加工領域

○日常生活における金属製品の選択

○金属と生活との関係-

〝　　機械領域

①切削加工技術の進歩｡

④　日常生活や産業での金属の役割

○日常生活における機械の選択-

○機械と生活との関係-

〝　　電気領域

(

机の形状と寸法

①使用日的.使用条件｡価格などに応じての方法

⑧機械の説明図や仕様書の読み方

①機柄の品質の向上と部品の互換性との関係

⑨生活を豊かにするための機械の利用
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○日常生活における電気機器の選択-(①電気機器の選び方　④カタログの読み方)

二三真土三手工t^t"^--一三三…三≡三三三三≡… ≡≡ミ

(3年)機械領域

○日常生活における内燃機関をそ覆えた機械の選択--･･

/ョ 使用日的,使用条件,価格に応じての方法

ガソリン機関とディーゼル機関の得失

○機械と生活との関係-(①機械技術の進歩　⑨生活や産業における機械の役割)

〝　　電気領域

○日常生活における電気機器の選択- ①使用日的,使用条件,価格に応じた音響機

器の選択の方法

○電気と生活との関係- ①電気技術の進歩　④生活や産業における電気の役割

〝　栽培領域

○栽培と生活との関係-
(

①品種改良と栽培技術

④生活を豊かにするための作物の栽培

従って,これらの内容より考察できることは,各領域における技術的内容が｢人間生活.におけ

る如何なる実践活動の中で理解されるかの点に関して,その学習の内容が或る程度具体化されてい

ること,叉, ｢日常生活.という語を明記づけることにより,生活面における消費的内容との関連

づけがなされていることである｡

以上の如く,現行の中学校技術科教育における学習指導要領では｢現代の技術.に対する把えか

たを｢生活に必要を技術.としての概念で把え｢生活.を中心に技術内容を規定づけるべき方向性

を示すことに覆るが,この教科における｢生活に必要を技術.としての｢生活.と｢それに必要を

技術の内容.を如何に学問的に関連づけるべきかについて,更に考察を進め,その位置づけを明確

に示すことにしたい｡即ち,

｢生活に必要を技術.とは｢生活に有用をものを作る技術.としての意味に通じ, ｢物を作る.と

いう意味においては｢生産技術.という概念でも受け取ることができる｡本来｢生産.とは,明ら

かに人間生活の必要充足のために存在するものであり,それに関する技術をもって｢生産技術.と

いうことができる｡従って,かかる｢生活に必要を技術. - ｢生産技術.という思考性においては,

その技術的内容は非常に広汎にわたり,かつ,復雑化される｡従って,中学校技術科教育の場合

徳,これらの点に関して,どのように規定づけるべきかである｡学習指導要領内容に従-ば,前述

の各領域の指導事項表にも示した如く, ｢日常生活.を中心とした立場で受け取られる面が多く,

これらを基点として考察すると次の如き位置づけがなされる｡即ち, ｢生活に必要を技術.を｢日

常生活に必要を技術.とすると｢生産技術.としての技術的内容の把えかたは,職業として必要な

生産目的や経済流通機構に基づく｢生産技術.的内容ではをく,人間として,現在,および,将来
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の家庭や社会における生活活動に必要とされる技術の内容を対象とすることに覆る｡

このようを思考性においては,それらに必要とされる技術的内容の規定づけも割合,可能と覆る

ことが予想される｡学習指導要領では,これら技術的内容の範囲や視点について,具体的目標(1)

として,次の如く示している｡

｢計画,製作,整備などに関する基礎的技術を習得させ,その科学的な根拠を理解させるととも

に,技術を実際に活用する能力を養う.

と規定づけ,結局,この教科における6領域の技術的内容の範囲を｢計画に関すること｣｢製作に

関すること｣ ｢整備に関すること.をどの技術的活動を中心としたものとすべきであることを示し

ている｡従って｢生活に必要を技術.としての中学校技術科教育の技術的内容について,学習指導

要領の内容に基いて総括的に結論づけると

｢生活に必要な技術とは,人間の日常生活を向上させるために,自然物を加工して有用をものを

つくり出したり,効果を増したりすることであり,その技術的活動としては,物に対する計画とか,

製作,或いは整備をどに関する技術的内容を備えたものである.

と規定づけられる｡これらの点に関する見解として,次の2者の事例をあげ,更に明確に規定づ

けてみることにする｡即ち,

長谷川　淳氏は,次の如く規定づけている｡

｢技術･家庭科で,子供に学ばせたいものは,現代の生産技術の基本,技術学である｡人間が自

然界を征服してきた長い歴史の中で,技術が科学を生み出し,科学が又新しい技術を生み出し,互

に浸透しあいをがら発達してきている｡従って,技術教育は,第1に,数学や理科の法則を実際の

仕事に応用することを学ばせるものである｡このことが一般の科学とは別の新しい科学として発達

し技術が成立している｡従って,第2に,この技術学を中核として技術についての理論的な知識を

学ばせるものである｡技術学は,第3に,一般に使はれる基本的を道具や機械の構造や働きを,理

解させ,道具や機械や材料の取り扱いかたに熟練させるものである｡

(現代教育科学　第38号　p.73　1061　明治図書)

これらの内容を考察すると,中学校技術科教育における学習対象としての技術的内容の範囲は,

現代の技術の基本(第1,第3)に関する内容と,技術学(第1,第2)に関する内容を学ばせる

べきであるとしている｡特に,第1 (数学や理科の応用)の点に関しては,前稿(IV-2- ①)で

も述べた如く,これらの学習で得られた,自然科学的法則性の認識を,手足や道具を駆使する過程

において応用することにより,生産的実践への価値づけを求めていく｢現代の技術の基本的もの｣

として,重要な要素である｡又,第3の点については,その技術的内容を示す,基本的事項として

明確に規定づけている｡

又,清原道寿氏は,次の如く述べている

｢普通教育における技術教育は,教育による人間の全面的発達にとって欠ぐことのできをい｢手の

教育.を受けもつものである｡従って,組織的を教育のはじまる小学校段階からその教育の重要な
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構成要素の1つでなくてほならをいし,すべての子供に生産技術の基本を学ばせることにより,坐

人教育の一領域を,にのうものである｡然して,生産技術の基本の学習について,第1に,現代の

社会的生産(主として,工業,農業)の中で,広く共通的に適用できる技術の基礎的なことがらを,

小学校より中学校,高等学校に至るまで順次的に積み上げていくことを意味する｡第2に,すべて

の子供達が｢技術革新.に対応する基礎的技術能力を身につける学習であるため,そのような基礎

の上に特定の職業技術教育が効果的に位置づけられるのであり,又,そうして得られた学力は日常

生活において,多くの技術的場面に広く適用できる基礎となる｡第3として,この学習によって,

子供達はすべて社会生産の基本的領域について,その技術的側面を概観することができるようを能

力をも習得する｡そして,そのことは子供達が将来どの方向の職業に進むにしても基礎的能力とし

て必要なことである｡又,そうした能力をすべての国民が持つことは,国の技術的水準を高める基

盤である｡

(北沢競共著　中学校技術教育法　p.18-19 1971)

これらの内容を考察する場合,この場合は小学校,中学校,高等学校の一貫した技術教育として

の考え方,目的論をどを含めての規定づけがをされている｡然し,その中より技術的内容に関する

点を考察してみると大休,次の如く要約できる｡即ち,学習対象を｢生産技術の基本.としている

点が前述の長谷川氏と共通していること,又,長谷川氏の表現とは異るが,学習対象としての技術

的内容について,社会的生産の中で広く共通的に適用できる技術の基礎的内容(長谷川氏は具体的

に技術要素を表示している)と規定している点,大体一致していると見てよいだろう｡特に清原氏

の内容で注目すべき点として｢手の教育.にふれていることである｡ 〔長谷川氏も第3の内容にお

ける具体的技術要素(作業要素)の中で,これらの関連にふれている--･･ (一般に使れる基本的を

道具や機械の取り扱い)〕即ち, ｢手による作業の教育.は如何なる技術教育においても人間の技

術活動についての最初の理解を与えるだけでなく,機械作業を理解させる上での基礎である｡手に

よって材料を加工する作業は,作業が機械化され,自動化されている現在でもその意義は失れては

いをい｡又,機械の分解,組立,修理,調整,運転のためにも,手工具を使用する技能が必要であ

る｡従って手による作業は,現象的には単純をものとして表示されても,手を使うことにより機械

の働きを理解し,機械による作業を有効化する前提条件としての効果的要素を多分に含んでいるこ

とになる｡又,手工具による作業と工作機械による作業の技術的能力を比較することにより,手作

業と機械作業の質や生産性を知り,いろいろの技術的内容や現象面に関しての特徴を把握できる｡

従って,技術教育にとって｢手による作業の教育.は非常に重大を意義を持つものであり,これら

に関する技術活動こそ,如何なる技術革新にも不変の基本要素であり,中学校技術科教育の学習の

過程においても,常に,これを基点として学習が展開されていくことになる｡尚,その場合の学習

過程のありかたを図示すると次の如くをる(図に関する解説は,前稿〔その1〕を参照)



木佐貫　　　　　哲　　　　　〔研究紀要　第26巻〕　165

定　着

修　正

手足の作用　　　　　頭脳(知能)の作用

==

宿

響

〉

莱

践

忠

考

知

識

手足と頭脳の共同作用
J

(Feed Back原理の応用)

図1

以上の2者の見解を更に加味していくことにより｢現代の技術の基本.-｢生活に必要を技術｣-

｢生産技術.の関連的把握の仕方は,更に具体化されて,中学校技術科教育の各領域における技術

的内容の範囲を明確に結論づけていくことがセきる｡即ち,

現行の中学校技術科教育において,学問の対象とされる｢現代の技術の基本.に関する技術的内

容の範囲は,機械化,動力化に基づく工業技術を主体とした技術機構の中より,広く共通的に適用

できる技術の基礎的内容,例えば,計画,製作,整備などに関する技術的活動をとものう技術的内

容をもって学習内容と規定づけられる｡更に,これら技術的活動の具体的事例としては,工業技術

機構における基本的内容として,一般的に使用される基本的な道具や機械の構造,働き,操作,材

料をどの性質,利用の方法などに関する技術的内容が必要である｡ただ,この場合,単にこれらの

内容を利用し, ｢物をつくること,物のやり方.を学習することではなく,このような技術的内容

に関する原理性や法則性を認識し,又,理解させることによって,現代の主要生産部門に共通する

技術的原理を理解させ,科学と技術との関係,技術の各部門の相互関係の理解を与えていくもので

をくては覆らない｡

以上,中学校技術科教育の各領域における学習対象としての技術的内容に関する基本的ありかた

についての考察を試みてきたが,更に｢生活.との関係を,より意義づけていくためには以上の如

き生産的側面だけでなく,消費的側面も,含めて内容規定を求めていくべきであろう｡この点につい

ては,前述の｢生活に関する指導事項｣の表でも示される如く学習指導要領でも規定づけられており,

このように｢生産者としての生活｣,｢消費者としての生活.は生活についての認識の中では,その主

体的役割ををすものであり,この教科の如く｢生活.に関連づけられた学習のありかたとしては,

当然,その学習内容規定に関して,教育的調和が求められていくべきものである｡即ち,物をつくる

過程の生活内容に関する技術的理解だけでなく,物を利用する過程の生活内容に関する技術的理解

ち,一般教育としての技術的内容には必要であり,そのような立場にある中学校技術科教育としては

当然のことである｡又,出来るだけ生活と技術との関係を身近か夜ものとして学習させる意味では,

この学習過程における学習者の実際活動や行為としての技術的内容が常に彼等をして生活の中で意

識させる如き内容のものでなくては怒らをい｡即ち,生活の中で意識される自然の法則,社会の法
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別を応用して技術的問題を解決し,又,検証し,具体的に理解できるものでなくてはならない｡そ

して,その学習の過程においては,系統的に,論理的に思考し,自主的に行動できるものであり,更

には単なる労働ではをく,社会的に有用を内容のものであるべきである｡このように｢生産と消費

の調和. ｢学習者の生活意識｣などをその学習内容の中に規定づけ｢現代の技術の基本.に関する学

習活動が展開される時,はじめて人間生活と技術との関係が,明確に理解され,人間生活の中に技

術が確立していくのである｡そして,人間生活優先,人間尊重の立場において,人間生活の最適化

のための技術が存在していくことに覆ろう｡従って,義務教育の課程において,全人教育としてす

べての国民が実際に基本的技術活動を体験して,それらの機構について知る場を与えられることの

教育的意義は大きく,これらの教育目標も含めて,現行の中学校技術科教育では,その学習内容の

構成には十分を研究を必要とされる｡

以上, II-1)の中学校技術科教育における学習領域の決定に関する考察に引続き,その領域に

おける学習対象としての技術的内容の規定づけについて,その基本的内容の考察を試みてきた｡然

して｢現代の技術の基本.に関する技術的内容についての中学校技術科教育としての学習内容の規

定づけについて,一応の結論的なものを求めてみた次第である｡従って,以上の如き,学習内容規

定に基いて,学習活動を展開していく場合,今迄以上に,教科性のありかたとしての確立がなされ

ていくのでは夜かろうか｡

ⅠⅤ.技術学習の展開と発展の方向

前項Illで述べた如く,現行の中学校技術科教育のありかたは, ｢生活.を強調した内容構成を

示すが,このように学習者の生活を対象とし,生活経験を尊重する学習のありかたは,一般的には,

コメニウス(A.T.Comenius 1592-1670)以来の近代教育学が条件づけた原則に従っているものと

思われる｡すべての教育が原則的に学習者の生活と遊離して成立するものではなく,あくまでも学

習者の生活に依存し,それを基盤とすべきだという原則に基づくものである｡従って,このようを原

則に基いて,学習者の生活と技術的内容とを主体的に関連づけて学習することにより求められた科

学的概念をもって,生活概念を正しく見きわめていくという意味を含めた学習の形態がなされてい

くのである｡それ故,このようを思考性に基づく学習の過程を図示すると次の如くなる｡

(最終目標)
I
(
教
育
の
方
向
性
)

生活を明るく豊かにする

mふ嘉〉の能力の伸可 実践的態度の養成
態度の形fS,一理解再巨力

(第一友目標)--･--　技術の習得ト------･･学習の形態　知識庚台巨

図　2
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即ちIll項で述べた如く技術的内容に基づく教材について,それ自体の中に含まれる実物とし

ての原理性や法則性を,技術理論の上に確立された実践活動を通して,生徒自身のもつ人間的感性

(感覚)に訴え,直接経験(体験)させつつ理解づけ,教育目標に到達せしめようとするものである｡

従って学習構造としては,実践活動としての｢技術の習得.の過程を,まづ第一の目標として,そ

の学習の過程で｢くふう創造の能力,実践的能度.を養成し,最終目標としての｢生活を明るく豊

かにする.ことに迫っていくことになる｡それ故,中学校技術科教育にとって, ｢技術の習得.に関

する学習が,その学習に対する教育的方向づけに重要な役割を占めるということと,学習の目的が,

単をる技術的内容に関する｢技術理論(製作理論).辛, ｢製作技能.だけの理解や習得のみに終わ

るものでないことが,この図示で明確になる｡

然し,実際的学習の形態としては,実践活動を主体として学習が展開されるため,このようを学

習のありかたとして,実践活動させること自体をこの教科の主を内容である如き誤解や作業活劫を

中心にした単なる｢技能教育.,或いは形式的技術学習でおわる危険性を生ずる｡従って,清原氏

が論評した如き,単なる専門技術の初歩的教育の如き状態を呈するに至るのである｡

例えば,機械学習領域について述べると,次の如く考察される｡即ち,この領域で教えるべき内

容というのは,機械に関する技術的理論や操作のしくみを知ることによって,日常生活に関連する

機械のしくみや,動力化していく過程の,所謂,えネルギ-変換のしくみと利用についての技術的

内容を理解していくことである｡従って分解･整備とか,製作に関する作業活動は,教える内容の

その一部分に過ぎない.又,製図学習領域においても,投影図の原理に関しての理解や,具体的物

体,投影における点･線･面の有する性質の応用による製図法の学習を知ることによって,物体の

立体構造を如何に平面上に表していけるかという技術的内容を理解することである｡従って用具の

使い方,書き方,線の引き方などの作業活動は,前者同様,教える内容のその一部分に過ぎないの

である｡その他,このようを事例は,他の学習領域においても存在するものであって,学習にあた

り十分注意すべきことである｡即ち,各学習領域のめざす教育の目標と学習内容との関係を十分認

識して,その学習方向を決定していかねばなら覆い｡このようなことより,現行の中学校技術科教

育における,各学習領域の教育の目標と,その結果得られる態度形成内容の主要点を考察してみる

と,次の如き内容が規定づけられる｡

製作意図の表
現能力

目的に即して製作品をまとめ
る能力

機械を適切に活
用する能力

J J

電気機器を適切
に活用する能力

J l

作物を計画的に
育成する能力

最　　　終　　　日

図　3

標
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従って,以上の如き各学習領域の内容が規定づけられることに怒るが,最終的には,これらの各

領域よりの態度の形成が加算的に累積されたものとしての最終目標への到達ということになる.蘇

し,学習を成立させるための条件如何によっては,このような加算的展開のありかたでは非能率的

学習とも覆りうる｡即ち,各領域毎に他の領域の内容とは関係をく学習を進めて最終的に,それぞ

れの学習結果を加算するのではなく,最初より,他の領域との関連を深めて,共通的内容のものは

出来るだけ,どちらかの領域で学習していく効率的学習を求めていこうというものである｡このよ

うを学習のありかたは,各領域で育てられる能力をもって,共通的をものは,他の領域でも活用し

ていくという相乗的方法ともいえる展開の仕方で,先づ,学習活動での重複,混乱を少くし,内容

的にも,時間的にも,又,施設などとの関連においても余有ある学習構成が覆されることは勿論,

学習者として広く技術を理解していく,転移のきく創造性豊かを人間の育成にも大両こ期待できそ

うである｡従って,現行の中学校技術科教育において,かかる相乗的展開の基点ともすべき共通内容

を考察してみると,大体次の如き内容が考えられる｡それ故,これらの7項目の共通的項目を基点

として, 6領域の各領域毎の内容を検討し,それぞれ共通性を有し,系統的に関連づけて学習でき

るものは共同学習していくことになる｡即ち,教育目標や態度形成の内容としては,前述の(図.

3)の内容と変らないとしても,学習の過程として,このようを学習のありかたは非常に重要をこ

とであろう｡

法

以上,現行の中学校技術科教育における学習対象としての｢現代の技術の基本.に関する学習内

容の把握の仕方,怒らびに,その効果的学習の展開,発展の方向性について述べてきたが,結果的

には,この教科の教育目標としての技術の理解に関する,その基本構成を覆す知織の内容としては,

次の(図｡ 4)に示す如き, 3つの知織層の形成にある｡従って,これらの各知識層が完全に人間

の肯巨力として,学習者の中に習得されたときに,はじめて,真に技術を理解し,合理的実践力とし
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て形成されていくことになる｡それ故,学習の過程では,常に,これらの知識習得への努力が求め

られていかねばならない｡

即ち,技術学習の主体は技術的内容に関連した実践活動である｡従って,技術的実践活動に必要

をものは,上層に位置する｢技術に直結した知織.が主体となるのは当然である｡そして,その知

識は,前述せる如く,単をる技能訓練的内容とか,部分的に独立するものでなく,広く技術に対す

る科学的視野に立ち,社会的にも有用を価値づけををされる内容の上に成立するもので夜くては怒

らをい｡従って他教科との関連という点でも,前稿(そのⅠ)で述べた如き点に留意して,理科,

技術の理解に関する基本的知識構成

-(技術に直結した知識)

-･(技術の基礎になっている科学知識)

-(欝配誓管諸宗企男琵琶宏嘉孟)

｢現代の技術の基本｣に関する技術学習

術　理　論(知識)

技　能　訓　練

技
術
的
能
力
の
習
得

図　4

数学,社会,美術などの各教育内容をも十分研究した上に,それら応用学科としての学習展開,発

展の方向を明確に位置づけていく必要がある｡　　　　　　　　　　　　　　　(本項　終り)

以上,本稿では,前稿に継続する内容として,それらを更に具体化する意味も含めて,学習指導

要領に規定づけられた内容を基点となし,技術教育に関する研究者たちの意見を交えつつ考察を試

みて来た｡然して,その内容としては,教科の内容構成および展開,発展の方向に関する基本的も

のへの究明,確認の形を呈するに至った｡このことは,現行の中学校技術科教育としての教科性の

確立における思考的,実践的過程においては当然,問題解決しておくべき基本的課題である.特に,

本稿では｢現代の技術の基本｣に関する内容を主体に考察を試みてきたため,それらに準じての関

連内容的なものと覆り,単をる一側面に過ぎをい｡従って,実際的,学習の展開としては,それ以

上に努力を必要とするであろうし,解決すべき内容も多いことが予想されるがそれらの点に関して

紘,又,次の機会において考察を試みることにする｡
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